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3.4 偏波 
送信設備から発射する電波は、直線偏波あるいは円偏波とする。 

 
3.5 送信設備の許容値 
送信設備の許容値は無線設備規則に準じて、以下の許容値を満たすこととする。 

 
3.5.1 占有周波数帯幅 
占有周波数帯幅を表 2に示す。 

表 2 占有周波数帯幅 
チャンネル 占有周波数帯幅 

広帯域チャンネル 80MHz以下 
狭帯域チャンネル 27MHz以下 

 
3.5.2 送信周波数許容偏差 

送信周波数の許容偏差は、100×10－６以下とする。 
また、以後の信号処理のタイミングを規定するためのスーパーフレームの構成を行う。なお、スー

パーフレームの先頭とデータフレームの先頭を一致させる。データフレーム同期後のデータのタイミ

ングチャートを図 3-5に示す。 
 

3.5.3 空中線電力 
送信空中線電力は、1W以下とする。 

 
3.5.4 スプリアス発射又は不要発射の強度の許容値 
3.5.4.1 平成 17年 12月 1日以降適用される許容値（無線設備規則別表第 3号 2(1)） 
 

帯域外領域におけるスプリアス発射
の強度の許容値 

スプリアス領域における不要発射
の強度の許容値 

100μW以下 50μW以下 
ただし、経過措置がある。（無線設備規則（平成 17年 8月 9日総務省令第 119号）附則による。） 

 
3.5.4.2 平成 17年 11月 30日以前の無線設備規則に基づく許容値 
スプリアス発射強度の許容値は、100μW以下とする。 

（ARIB STD-B7 1.0版） 
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4.6 送信設備の許容値 
送信設備の許容値は無線設備規則に準じて、以下の許容値を満たすこととする。 

 
4.6.1 占有周波数帯幅 

占有周波数帯幅を表 6に示す。 

表 6 占有周波数帯幅 
チャンネル 占有周波数帯幅 

広帯域チャンネル 80MHz以下 
狭帯域チャンネル 27MHz以下 

 (注)アナログ変調方式への隣接チャンネル混信を考慮した場合の値である。 
 
4.6.2 送信周波数許容偏差 

送信周波数の許容偏差は、25×10－６以下とする。 
 

4.6.3 空中線電力 
送信空中線電力は、1Ｗ以下とする。ただし、隣接のアナログ変調方式へ干渉妨害を与える恐れがあ

る場合は、0.3Ｗ以下で運用すること。 
 

4.6.4 スプリアス発射又は不要発射の強度の許容値 
4.6.4.1 平成 17年 12月 1日以降適用される許容値（無線設備規則別表第 3号 2(1)） 
 

帯域外領域におけるスプリアス発射
の強度の許容値 

スプリアス領域における不要発射
の強度の許容値 

100μW以下 50μW以下 
ただし、経過措置がある。（無線設備規則（平成 17年 8月 9日総務省令第 119号）附則による。） 

 
4.6.4.2 平成 17年 11月 30日以前の無線設備規則に基づく許容値 
スプリアス発射強度の許容値は、100μW以下とする。 

（ARIB STD-B7 1.0版） 
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 1.1版 改 定 履 歴 表  
頁 番号 改  定 現 行 改定理由
4 3.5.4 3.5.4 スプリアス発射又は不要発射の強

度の許容値 
3.5.4.1 平成 17年 12月 1日以降適用さ

れる許容値（無線設備規則別表第 3 号
2(1)） 

帯域外領域
におけるス
プリアス発
射の強度の
許容値 

スプリアス
領域におけ
る不要発射
の強度の許
容値 

100μW以下 50μW以下 
ただし、経過措置がある。（無線設備
規則（平成 17年 8月 9日総務省令第
119号）附則による。） 

3.5.4.2 平成 17年 11月 30日以前の無
線設備規則に基づく許容値 
スプリアス発射強度の許容値は、 

100μW以下とする。 
 

（ARIB STD-B7 1.0版） 
 

3.5.4 スプリアス発射強度の許容値 
スプリアス発射強度の許容値は、100μ
W以下とする。 

設備規則
等改正
（スプリ
アス関
係）に伴
う改定 

7 4.6.4 4.6.4 スプリアス発射又は不要発射の強
度の許容値 

4.6.4.1 平成 17年 12月 1日以降適用さ
れる許容値（無線設備規則別表第 3 号
2(1)） 

帯域外領域
におけるス
プリアス発
射の強度の
許容値 

スプリアス
領域におけ
る不要発射
の強度の許
容値 

100μW以下 50μW以下 
ただし、経過措置がある。（無線設備
規則（平成 17年 8月 9日総務省令第
119号）附則による。） 

4.6.4.2 平成 17年 11月 30日以前の無
線設備規則に基づく許容値 
スプリアス発射強度の許容値は、 

100μW以下とする。 
 

（ARIB STD-B7 1.0版） 
 

4.6.4 スプリアス発射強度の許容値 
スプリアス発射強度の許容値は、100μ
W以下とする。 

設備規則
等改正
（スプリ
アス関
係）に伴
う改定 
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